
※低入札価格調査対象の場合、低価格調査を実施後に落札決定。

　また、総合評価対象工事の場合は、総合評価審査を実施後に落札決定。

疑義申立てなし 疑義申立てあり

市職員による
設計違算判明　　　　　疑義申立てへの回答

（疑義申立期間の締切日から起算して4日後）
（開札日翌週　木曜日中に申立者へ回答）

設計違算・積算疑義申立て制度のフローチャート

開　札（木曜日）

落札決定の保留【入札システムから全入札参加者に保留通知送付】
【保留通知の到達より積算疑義申立て受付期間開始】

開札の翌々日
正午まで
(開札日翌週月曜
日正午まで）

　設計単価入り設計書閲覧請求書の提出(財政課施受付）
　設計単価入設計書の閲覧(工事担当課）

　疑義申立書の提出（財政課）→ 工事担当課へ回送し積算検証

設計違算なし 設計違算あり

対象外の積算疑義申立て 予定価格、最低制限価格を再算出

入札成立 入札不調

落札候補者
変更なし

落札候補者
変更あり

開札時の落札候補者で落札決定※

落札候補者を
変更し

落札決定※

入札中止
再入札

入札システムから全入札参加者に入札結果を送付


